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機密性2

第1表通常訴訟事件、略式請求事件の処理状況

(平成26年～令和5年）一高裁・地裁・簡裁

(注） 1延べ人員（同一被告人につき別件が係属した都度累積計上） である。

2令和5年は速報値である。

〔参考グラフ〕

通常訴訟事件、略式請求事件の推移
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機密性2

〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移（昭和24年～令和5年）－地裁
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機密性2

第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳 (平成26年～令和5年）－高裁・地裁

1概数である。

2長期係属実人員とは、係属2年を超える事件の実人員

されている限り1人として計上）である。

(注）

(同一被告人につき複数の事件があっても弁輪が併合

－3－

高 裁

総 数 事案複雑等 逃亡等

地 裁

総 数

事案複雑等

2年を超える 3年を超える

逃亡等

平成26年 16 4 12 158 50 16 92

27 17 3 14 】52 53 12 87

28 14 1 13 184 73 20 91

29 1l 6 5 178 65 34 79

30 7 】 6 191 6】 47 83

令和元年 9 1 8 193 81 33 79

2 9 2 7 231 108 35 90

3 12 4 8 277 123 55 99

4 】7 9 8 269 117 57 95

5 23 14 9 271 137 43 91



機密性2

第3表事案複雑等を事由として審理期間が2年を超える長期係属事件の合議（法定.
1r. I

(注)1 当刑蛎局への個別報告による件数建てである。

2複数罪名の事件については､審理長期化の事由と密接な関係があるものとして報告のあった罪名によった。

3 1件で複数の事由がある期合には､各欄に重複して計上した。

4 「組織的犯罪処嗣法jは、 ｢組織的な犯罪の処嗣及び犯罪収避の規制等に関する法律｣の略である。

5 「麻薬特例法｣は､ ｢国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬

取締法等の特例等に関する法律｣の略である。

6 「過失運転致死傷」には、平成25年法律第86号による改正伽の刑湛11条2項の罪（自動車運転過失致死鰯を含む。

7 「(噸強制性交等・同致死傷」には、“者性交等同致死傷及び平成29年法律第72号による改正前の(鋤強姦、同致

死傷を含む。

8 （ ）内は係属件数に対する％である。
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機密性2

〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移 (平成16年～令和5年各年末現在）－高裁・地裁・簡裁
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高裁については特別権限による第一審事件を除く。
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機密性2

第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況
(平成26年～令和5年）－地裁・簡裁

(注） 1 延べ人員である。
2 「うち即決裁判手続同意確認のための謂求」には、刑訴法350条の17第1項（平成28年法律第
54号による改正前の刑訴法350条の3第1項）による即決裁判手続同意確認のための請求のあった
被疑者数を計上した。

3被疑者段階の国選弁護人請求の新受人員及び既済人員の各「総数」には、勾留謂求が却下されたため、
国選弁護人選任請求が却下されたものも含む。
4令和5年は速報値である。
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機密性2

(平成26年～令和5年）－地裁・簡裁第5表通常第一審において弁護人が選任された人員

i

ヨ

I

実人員である。
同一被告人に対し私選弁護人及び国選弁護人が選任された場合には重複して計上した。
（ ）内は各終局人員に対する％である。
令和5年は速報値である。
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平成26年 52,502
(99.5）

52,265

(81.4)

42,744

(19.5）

10,241

(13.9）

7,288

(84.4）
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(8.0）

469

(6.1）

401

（5.3）

310

（92.0）

6,060

（92.8）

5,434

（80.6）

5,311

（82.1）

4,806

93

79

29 50,591
(99.5）

50,357

(81.1）

41,038

(20.8）

10,520

(15.1)

7,616

(83.8）

42,384

(68.9）

34,837

(0.5）

234

5,524
(98.6）

5,449

(86.6）

4,785

(10.1)

556

(6.8）

373

(91.7）

5,066

(81.3）

4,489

(1.4）

75

30 49，811
(99.6）

49,623

(80.0)

39,839

(19.1)

9,509

(14.2）

7,096

(84.5）

42,080

(68.1)

33,932

(0.4)

188

5,051
(98.7）

4,987

(87.2）

4,403

(8.6）

435

(6.6）

334

(92.0）

4,645

(81.7）

4,125

(1.3)

64

令和元年 48,751
(99.6）

48,538

(78.7）

38,387

(17.0）

8,264

(13.5)

6,574

(85.0)

41,456

(67.4）

32,841

(0.4)

213

4,511
(98.4）

4,441

(85.6）

3,862

(8.4）

378

(6.5）

294

(90.9）

4,102

(79.9）

3,603

(1.6)

70

2 47,117
(99.5）

46,901

(78.9）

37,159

(16.5）

7,764

(13.4)

6,324

(85.5）

40,276

(67.6）

31,852

(0.5）

216

3,901
(98.4）

3,840

(85.7）

3,345

(7.7）

302

(6.1）

237

(91.7）

3,579

(80.6）

3,144

(1.6）

61

3 46,735
(99.6）

46,527

(79.0）

36,921

(17.7）

8,258

(14.3）

6,705

(84.5）

39,503

(67.0）

31,320

(0.4）

208

3,291
(98.0）

3,226

(85.5）

2,813

(8.0）

262

(6.2）

205

(90.8)

2,988

(79.7）

2,624

(2.0）

65

4 42,278
(99.5）

42,072

(78.6）

33,210

（17.9）

7,549

(14.5）

6,140

(84.2）

35,591

(66.2）

27,996

(0.5）

206

2,629
(98.1）

2,578

(84.7）

2,226

(9.2）

243

(6.4）

168

(90.2）

2,372

(79.4）

2,088

(1.9）

51

5 43,882
(99.3）

43,590

(78.5）

34,439

(17.4）

7,657

(14.2)

6,237

(84.7）

37,159

(66.7）

29,291

(0.7）

292

2,518
(98.1）

2,471

(84.7）

2,134

(8.1）

203

(6.1)

153

(91.0）

2,292

(79.4）

2,000

(1.9)

47



機密性2

第6表通常第一審における終局事件の自白・否認別平均審理期間、平均開廷回数、平均開廷間隔及び平均取調べ証人数

I

m

l

１
２
３
４
５

１注Ｉ 実人員である。

「通常第一審事件全体」には、 自白及び否認以外に被告事件についての陳述に入らずに終局した事件を含む。
平均開廷間隔は、平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。

（ ）内は、 「通常第一審事件全体」の終局人員に対する％である。

令和5年は速報値である。

裁
判
所

区分
、

､I

h

,

､

、
I

年次

、

h,

出

、

､

、
、
Ｉ

I
、

h

h

､

H

1

I
,

、
、
、

通常第一審事件全体

終
局
人
員

平均審理
期間（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
開
廷
回
数

）(回

平
均
開
廷
間
隔

）(月

平
均
取
調
べ
証
人
数

人）（

自 白

終
局
人
員

平均審理

期間（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
開
廷
回
数
口（ ）

平
均
開
廷
間
隔
月く

平
均
取
調
べ
証
人
数

人）（

否 認

終
局
人
員

平均審理
期間（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
開
廷
回
数

）(回

平
均
開
廷
間
隔

月）（

平
均
取
調
べ
証
人
数

人）（

地
裁

平成26年

27

28

29

30

令和元年

2

3

4

5

法定合議

裁定合議

単 独

52,502

54,297

53,247

50,591

49,811

48,751

47，117

46,735

42,278

43,882

1,916

464

41,502

3.0

3.0

3.2

3.2

3.3

3.4

3.6

3.7

3.8

3．9

9.3

15.0

3‘5

1.6

1.6

1.7

1.6

1.8

1.8

2.0

2.0

2.0

2.1

6.5

5.6

1.8

1.4

1.4

1.5

1.6

1.5

1.6

1.6

1.7

1.8

1.8

2.8

9.4

1.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.6

2.7

2.7

2.8

4.5

6.9

2.6

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

2.1

2．2

1.3

0.8

0．8

0.8

0.8

0.7

0.7

0．7

0．7

0．7

0．7

2.0

3.4

0．6

(89.0）

46,732

(89.2）

48,445

(88.6）

47,160

(88.2）

44,598

(88.7）

44,192

(88.4）

43,073

(88.7）

41，816

(87.9）

41,068

(88.1）

37,248

(87.2）

38,284

(62.4）

1,196

(40.3)

187

(88.9）

36,901

2.5

2.5

2.6

2.6

2.7

2.8

3.0

3.0

3.1

3.2

6．4

7.4

3.0

1.5

1.5

1．5

1．5

1.6

1．7

1.9

1.8

1．8

1．9

4．4

2.9

1.7

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1．1

1.1

1.2

1.3

1．3

2.0

4.5

1.3

2．3

2．3

2．3

2．3

2.3

2.3

2.2

2.3

2.3

2.4

3.3

3.9

2.3

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.4

1.3

1.3

1.3

1.9

1.9

1.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.9

1.2

0.5

(9.4）

4，913

(9.1）

4,921

(9.6）

5,127

(9.9）

5,015

(9.3）

4,626

(9.5）

4,639

(8.7）

4,092

(9.3）

4,335

(8.9）

3,767

(9.1）

3,990

(35.5）

681

(58.6）
272

(7.3）

3,037

8．2

8．4

8．7

8．9

9.2

9.3

10．1

10.6

11．2

11．4

14．8

20.4

9.8

2．8

3.0

3.0

3.0

3.3

3.4

3.8

3.9

4.0

4.3

10.8

7.6

2.5

5．4

5.4

5.7

5.9

5.9

5.9

6.3

6.7

7.2

7.1

4.0

12．8

7.3

6.2

6.3

6.3

6.4

6.4

6.3

6.3

6.5

6.7

6.6

6.7

8.9

6.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

2.2

2.3

1.5

2.6

2.6

2.5

2.5

2.6

2.5

2．5

2．6

2.7

2.6

4.0

4.9

2.1

簡
裁 令和5年 2,518 2.5 1.5 1.0 2.2 1.1 0．3

(88.1）

2,219
2．3 1．5 0.8 2.1 1.1 0.3

(4.9）

123
7.3 2.0 5.3 4.1 1．8 1.1



機密性2

第7－1表通常第一審における終局人員の審理期間、平均開廷回数及び平均開廷間隔 (平成26年～令和5年） －地裁

i

Lp

l

2平均開廷間隔は、平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
3 （ ）内は終局人員に対する％である。

4令和5年は速報値である。

終局人員

受 理 か ら 終 局 ま で

1月以内 2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内
3年を
超える

平均

審理

期間
(月）

平均
開廷

回数

(回）

平均

開廷

間隔
(月）

平成26 年 52,502
(3.7）

1,962

(42.7）

22,407

(28.9）

15,194

(16.6）

8,736

(6.5）

3,403

(1.4)
714

(0.1）
54

(0.1)
32

3.0 2.7 1.1

27 54,297
(3.3）

1,780

(41.8）

22,706

(30.5)

16,548

(16.4）

8,905

(6.5）

3,550

(1.3)

706

(0.1）
62

(0.1)
40

3.0 2.7 1.1

28 53,247
(2.9）

1,541

(40.1）

21,361

(31.2）

16,620

(16.8）

8,937

(7.1）

3,776

(1.7）

902

(0.2)

88

(0.0)
22

3.2 2.7 1.2

29 50,591
(3.5）

1,748

(39.1)

19,800

(31.1)
15，711

(17.1)

8,675

(7.2）

3,640

(1.8）

886

(0.2)

81

(0.1)
50

3.2 2.7 1.2

30 49,811
(2.8）

1,386

(39.0）

19,420

(31.6）

15,724

(17.2）

8,582

(7.2）

3,606

(2.0)
984

(0.2）
80

(0.1)

29
3.3 2.7 1.2

令和元年 48,751
(2.6）

1,247

(35.5）
17,323

(33.1）

16,140

(18.6）

9,059

(8.0)

3,900

(2.0）
966

(0.2)
83

(0.1)
33

3.4 2.7 1.2

2

3

47,117

46,735

(2.6）

1,218

(2.5）

1,153

(31.6)

14,868

(31.4）

14,665

(32.6）

15,371

(34.4）

16,054

(22.1）

10,395

(20.2)

9,428

(8.4）

3,981

(8.2）

3,818

(2.4）

1,141

(3.1）

1,434

(0.2）

112

(0.3）
150

(0.1)

31

(0.1）
33

3.6

3.7

2.6

2.7

1.4

1.4

4 42,278
(2.5）

1,037

(29.4）

12，444

(34.7）

14,690

(21.2)

8，981

(8.6）

3,644

(3.0）

､1,258

(0.4)

162

(0.1)

62
3.8 2.7 1.4

5 43,882
(2.7）

1,195

(27.9）
12,240

(35.2）
15,445

(21.6）
9.471

(9.0)

3.950

(3.0）

1,331

(0.4）
184

(0.2)
66

3.9 2.8 1.4



機密性2

(平成26年～令和5年）一簡裁第7－2表通常第一審における終局人員の審理期間、平均開廷回数及び平均開廷間隔

ｰ

くつ

2平均開廷間隔は、平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
3 （ ）内は終局人員に対する％である。

4令和5年は速報値である。

終局人員

受 理 か ら 終 局 ま で

1月以内 2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内
3年を

超える

平均

審理
期間

(月）

平均

開廷
回数

(回）

平均
開廷

間隔
(月）

平成26 年 7,165
(4.5）
320

(61.1）

4,380

(24.3）

1,744

(7.9）

568

(1.8）
128

(0.3）
20

(0.0）
2

(0.0)
3

2.1 2.2 1.0

27 6,590
(4.1）
267

(59.5）

3,918

(26.6）

1,753

(7.4）
486

(2.2）
148

(0.3）
17 0

(0.0)
1

2.2 2.2 1.0

28 5,856
(4.0)
236

(60.4)

3,535

(25.4）

1,488

(8.0）
466

(2.0）
115

(0.3）

15 0

(0.0)
1

2.2 2.2 1.0

29 5,524
(4.8）

264

(58.6）

3,239

(25.3）

1,398

(8.8）
486

(2.2）
122

(0.2)
12

(0.0)
1

(0.0)
2

2.2 2.2 1.0

30 5,051
(4.4）

224

(57.0）

2,878

(26.4）

1,333

(9.9）
499

(1.9)
98

(0.3)

16

(0.1）
3

2.2 2.2 1.0

令和 元 年 4,511
(4.1）
185

(49.3）

2,224

(32.7）

1,474

(11.0)
496

(2.4）

108

(0.4）

18

(0.1)
4

(0.0)
2

2．4 2.3 1.1

2 3，901
(3.7）
144

(46.5）

1,813

(32.4）

1,263

(14.2）
554

(2.5）
99

(0.7）
26

(0.1）
2 ー

2.5 2.2 1.2

3 3,291
(4.1）
136

(47.7）

1,569

(32.9）

1,083

(12.0）
394

(2.6）
84

(0.7)
23

(0.0）
1

(0.0)
1

2.5 2.2 1.1

4 2,629
(4.2）

110

(46.5）

1,223

(33.2）
874

(13.1)
344

(2.3）

61

(0.5)

13

(0.1)

2

(0.1）
2

2.5 2.2 1.1

5 2,518
(3.6）
91

(47.0）
1,184

(34.7）
875

(11.6)
292

(2.0)
50

(0.8)
21

(0.1）
2

(0.1)
3

2.5 2.2 1.1



機密性2

常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員
舎禾nRE 狛志

1 実人員である。

2 「通訳翻訳人が付いた外国人」には、証人についてのみ通訳人（手話を含む。 ）が付いた場合等
も含む。

3令和5年は速報値である。

〔参考グラフ〕 通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移

（平成26年～令和5年）－地裁

2 3 4 5元

次 （平

(注） 1

2

3

平成26年を100とする指数である。

（ ）内は実人員であり、 ［ ］内は通訳翻訳人が付いた外国人有罪人員の国籍数である。

令和5年は速報値である。

-11-

地 裁

有罪人員

総 数

簡 裁

有罪人員

総 数

平成26年 51,389 3,153 2,312 6,842 137 68

27 53,120 3,470 2,632 6,255 131 65

28 52,016 3,397 2,560 5,562 111 61

29 49,335 3,665 2,922 5,208 115 65

30 48,507 4,418 3,665 4,768 93 55

令和元年 47,445 4,585 3,840 4,230 95 51

2 45,686 5,055 4,396 3,622 68 37

3 45,138 4,727 4,078 3,037 53 22

4 40,794 4,028 3,426 2,417 49 28

5 42,034 4,435 3,799 2,276 46 22

ｌｌｌｌｌ

平成26年
①有 罪 人 員 総 数( 51,389)

②外国人有罪人員 ( 3,153) -----------

③通訳翻訳人が付いた外国人有罪人員

100．0

[73］

(2,312) -･-･-･-･-･

〆

タグ
P

〆

ジグ
夕
ジグ

●一■

ｰーｰーー

‐

’
③

200. 1

(4,396）

[79］

↓

～
～

－－－－~‐
ーー

～
D

B，、、 １
、

、
｝、『

ベ
勺
、

－

一
口

一

≠＝
ーロ。

一
一

③

164.3

(3,799）

[76］

②

140.7

(4,435）

①
81.8

(42,034）



機密性2

第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員
（令和元～5年）－地裁・簡裁

2被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件には、証人等についてのみ通訳人が付いた場合等を含まない。

また、終局人員は有罪のほかに無罪、移送等により終局した人員を含む。したがって、本表における

「総数」は、第8表の「うち通駅翻訳人が付いた外国人」 とは一致しない。

3令和5年は速報値である。

－12－

令和元年 2 3 4 5

総 数 3,907 4,441 4,126 3,471 3,852

ベ ト ナ ム 語 1,180 1,660 1,627 1,209 1,558

中 国 語

北 京 語

広 東 語

福 建 語

上 海 語

台 湾 語

その他の中国語

1,084

1,055

25

一

2

2

1,034

984

43

1

1

5

837

821

ll

ー

2

1

2

691

679

5

3

1

ー

3

621

600

15

1

1

1

3

タ イ 語 219 291 263 259 281

フィリピノ（タガログ）語 264 263 225 239 238

ポル ト ガル語 219 209 214 188 211

英 語 216 170 185 162 146

インドネシア語 98 112 117 114 123

ス ペ イ ン 語 129 135 102 91 97

カンボジア語 l1 22 45 53 86

シ ン ハ ラ 語 70 89 104 129 82

ネ パ － ル語 74 73 71 57 67

韓国 ・ 朝鮮語 74 87 58 42 47

ト ル ． 語 25 44 48 36 44

モ ン ゴル語 27 25 28 24 29

ウルド ゥ 一 言五口ロ 17 ll 19 22 27

ペル シ ャ 語 27 21 20 28 24

フ ラ ン ス 語 24 9 18 1l 20

ヴ､ミ ン ガル語 1l 10 20 23 19

ア ラ ビ ア 語 16 29 9 2 18

ミ ヤンマ－語 22 15 18 15 16

タ ミ ル 語 10 1l 12 15 16

そ の 他 90 121 86 61 82



機密性2

第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員 第11表刑訴法332条による移送人員

（平成26年～令和5年）－簡裁(平成26年～令和5年）－地裁・簡裁

ｰ

画

(注） 1 実人員である。
2 (B)は、簡裁の法332条によ
る移送人員とは一致しないが、統計
上は近似する。
3令和5年は速報値である。

(注） 1 実人員である。
2 「自白人員」 とは、法定合議事件を除く終局人員中公訴事実全部について自白し、かつ、法
律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合の人員であ
り、 「簡易公判手続決定（決定取消）人員」 とは、当該年度に決定（決定取消） された人員で
ある。
3概数であり、令和5年は速報値である。

地 裁

自白人員

(A)

簡易公判手続

決定

人員

(B)

Ｂ
Ａ

％

決定取

消人員

(c)

Ｃ

Ｂ

％

簡 裁

自白人員 簡易公判手続

決定

人員

(D) (E)

Ｅ
、

％

決定取

消人員

(F)

Ｆ

Ｅ

％

平成26年 45,095 39 0.1 15 38.5 6,653 33 0.5 ー q■■■

27 46,869 166 0.4 2 1.2 6,076 20 0.3 1■■■ q■■■

28 45,677 218 0.5 12 5.5 5,403 19 0.4 1■■■ －

29 43,263 166 0.4 4 2.4 5,031 2 0.0
。■■■ ー

30 42,672 42 0.1 9 21．4 4，631 5 0.1 1 20

令和元年

2

41,570

40,399

1

24

0.0

0.1

1

1

100.0

4.2

4,107 一
ｌ
ｐ

3,538 3

一

0.1

一

I■■■

■■■B

4■■■

3 39,745 34 0.1 2,958 1 0.0 q■■■ q■■■

4 36,108 16 0.0 5 31.3 2,336 3 0.1

5 37,088 13 0.0 ー ー

2,219 5 0.2 ー 1■■■

(簡裁）

終局人員

(A)

(地裁）

法332条

による

受理人員

(B)

Ｂ
Ａ

％、

平成26年 7,165 69 0.96

27 6,590 76 1.15

28 5,856 65 1.11

29 5,524 91 1.65

30 5,051 92 1.82

令和元年

2

4,511

一3,901

59

79

1．31

2.03

3 3,291 91 2.77

4 2,629 62 2.36

5 2,518 91 3．61



機密性2

第12表即決裁判手続により審判が行われた人員
青天nRE

実人員である。

令和5年は速報値である。

(注） 1

2

-14-

裁
判
所

終局人員
即決裁判手続の
申立てのあった

人員

地
裁

平成26年

27

‘ 28

29

30

令和元年

2

3

4

5

52,502

54,297

53,247

50,591

49,811

48,751

47,117

46,735

42,278

43,882

747

550

370

678

326

92

165

139

45

17

743

547

368

657

315

90

163

137

45

17

2

1

2

3

1

ー

ー

ー

簡
裁

平成26年

27

28

29

30

令和元年

2

3

4

5

7,165

6,590

5,856

5,524

5,051

4,511

3,901

3,291

2,629

2,518

56

22

17

69

33

11

5

9

2

1

56

22

17

69

33

ll

5

8

1

1

一

1

一

一

1■■■



機密性2

第13表控訴申立人員及び控訴率

(平成26年～令和5年） －地裁・簡裁

(注） 1

2

3

実人員である。

判決人員は有罪人員と無罪人員の合計である。

令和5年は速報値である。

-15-

総 数

判決
人員

控訴申

立人員
控訴率
(％）

地 裁

判決
人員
控訴申

立人員

控訴率

(％）

簡 裁

判決
人員
控訴申

立人員
控訴率

(％）

平成26年 58,355 6,331 10．8 51,498 6,002 11．7 6,857 329 4.8

27 59,458 6,423 10．8 53,191 6,108 11.5 6,267 315 5.0

28 57,691 6,541 11．3 52,121 6,262 12.0 5,570 279 5.0

29 54,662 6,282 11.5 49,446 5,992 12.1 5,216 290 5.6

30 53,386 6,073 11.4 48,612 5,819 12.0 4,774 254 5.3

令和元年 51,788 6,085 11.7 47,549 5,830 12.3 4,239 255 6.0

2 49,383 5,663 11.5 45,758 5,425 11.9 3,625 238 6.6

3 48,266 5,446 11.3 45,226 5,235 11.6 3,040 211 6.9

4 43,280 4,929 11．4 40,860 4,718 11.5 2,420 211 8.7

5 44,387 4,930 11.1 42,107 4,750 11.3 2,280 180 7.9
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ｅ
浄
蚕
曾
型
〆
当
聿
鋤
な
磯
ｅ
唇
副
腫
喧
ｓ
綴
の
３
腫
渦
酋
硬
心
か
一

稲
ｅ
働
く
国
裡
当
如
個
龍
基
鼻
当
紳
漣
如
餐
露
ｅ
惇
司
憾
唖
ｅ
綴
②
國
蜘
羅
料
麓
硬

協知騨溥圏 閏く燐津田 壇倒寓俣

華麗磯侭

綴
ｓ
紗
わ
絢
鰯
担
当
燭
遜
翻
哩
錘
Ｓ
望
邑
岬
準
今
里
画
蚕
再
剥

毎
ｓ
埼
榊
抑
埠
狸
ｊ
却
却
”
幻
学
狗
ヨ
璽
如
旧
伸
但
ヨ
導
因
如
望
興
し
椴
革
里
鋼
屋
域
働

報
ｓ
母
葬
伸
煽
担
当
判
型
叩
皇
響
翠
拘
郊
燭
医
威
掴

韓国屋燭

極
役
学
弛
如
幹
窒
餌
厘
ｅ
項
闇
再
謂
型
母
御
伸
爆

蒔
裡
や
昼
得
翠
拘
如
幹
魯
蛋
Ｅ
Ｓ
ご
侭
写
割
型
働
わ
伸
塩

報
裡
卓
鞄
銅
牌
墾
撰
冠
ｓ
吸
璽
葬
窯
呈
鯵
御
伸
姫
ｅ
邑
張
蝉
巨

種
担
ぐ
魯
唇
翠
鞄
翻
幹
塵
瞬
Ｅ
Ｓ
画
闘
扉
卓
型
鯵
わ
伸
堀
Ｓ
臣
祭
囲
匝

鞭捧葬餓
囲賦竃腓

擬
ｅ
鱒
、
幽
裡
。
響
判
掛
凌
ｇ
袈
塞
Ｇ
惨
甚
曾
迺
〆
当
孝
鋤
辻
嵌
愚
冒
『
嫁
②
Ｓ
嵌
罵
副
職
坦
溢
霞

籾
愚
蜂
く
圏
裡
や
善
剖
轟
衰
ｓ
個
袈
ｅ
鰭
蚕
含
遥
〉
当
榊
Ｊ
牟
如
な
縦
型
〆
当
糠
ｅ
卦
璽
解
邑
ｅ
腎
劉
稼
噂
ｅ
鰹
④
罰
嫁
泌
践
霞

無
ｅ
沙
く
圏
裡
§
暑
勾
轡
積
ｅ
浬
麗
塩
画
鍾
〆
当
鰹
撰
團
Ｇ
白
翰
唾
唾
Ｓ
磯
②
蔚
睦
趨
濫
塵

雑驚く燃
包侭罷牌

瀞
担
当
■
聞
辿
律
風
葬
忽
如
働
如
幻
唾
理
や
倒
母
幻
判
型
目
劉
侭
型
〆
腎
【
侭
縦
昌
綴
潤
筋
鱗
や
伸
泌
鴎
醸

概
狸
４
斗
幻
叩
参
鼻
合
臼
田
辿
掬
国
辱
割
翻
斡
や
幻
寧
型
し
伺
母
印
判
型
唇
劉
鰹
逆
〆
腎
【
壗
鞭
昌
憾
斑
侭
産
鞠
伸
縄
鴎
母

昇裟

古

中



樋密性2

第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）

（注） 1 「終局人員数」は、終局した被告人の人貝数であり、実人興である。

2罪名は、有罪の場合は処断罪名、無罪その他の場合は終局時において当該事件について掲げられている訴因の罪名の

うち、法定刑が最もnいものであるため、被害者参加制度の対象罪名とは異なる鳩合がある。

3被害者等の数は、延べ人員である。

4 「不同意わいせつ」には、令和5年法律第66号による改正前の（鏑）強制わいせつを含む．

5 「不同意性交等jには、平成29年法律節72号による改正前の（準）強姦及び典団（準）強姦並びに令和5年法律第66号

による改正前の（鯛）強制性交等を含む。

6 「 （準〉強閥性交等致死傷」には、平成29年法律輔72号による改正的の（準）強姦致死傷及び集団（準）

強姦致死傷を含む。

7 「危険運転致傷」及び「危険運転致死」は、平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2の罪をそれぞれ含む。

8 「過失運転致傷」及び『過失運転致死」は、平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の卵（自動車運能過失

傷害及び自動車運転過失致死）をそれぞれ含む．

9 「強盗・強制性交等」には、平成29年法律師72号による改正前の強盗強姦を含む。

1o速報値である。

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（年別）
（平成26年～令和5年)-地･簡裁総数

「終局人風数」は、終局した被告人の人員数であり、実人員である。
被害者等の数は、延ぺ人員である。

令和5年は速報値である。

１
２
３

ｊ注ぐ

－17－

終局人

員数

参加を申

し出た被

害者等

うち参加

を許可さ

れた被害
者等

うち弁溌
士委託の
届出が
あった被
害者等

－

うち国選
弁膜士
への委託
がされた

被害者
等

うち証人
尋問をし

た被害者
等

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

うち被告
人質間を
した被害
者等

うち刑解

法316条
の38の

意見陳
述をした
被害者
等

うち刑解
法292条

の2の意
見陳述を
した被害
者等

うち付添
いの措匿
が採られ

た被害者
等

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

うち遮へ
いの措殴
が採られ

た被害者
等

総数 1,051 1,526 1,517 1 ,212 650 205 612 678 1，111 109 380

不同意わいせつ 185 222 222 194 156 37 85 106 160 30 113

(準)強制わいせつ致死慨 21 24 24 22 17 2 11 12 21 1 7

監謹者わいせつ 12 14 14 14 12 1 7 9 12 3 6

不同意性交等 112 140 139 130 117 20 53 73 119 21
④
〃
』

両
。
■
。

(準)強制性交等致死傷 20 28 28 27 25 6 16 20 26 8 15

監護者性交等 20 25 25 20 18 3 11 11 18 1 5

殺人 59 102 102 88 54 18 42 60 75 14 47

自殺関与及び同意殺人 4 11 11 11 ー 1 3 11 7 11

傷害 114 126 125 109 76 10 44 50 91 1 1 35

傷害致死 29 52 52 44 27 8 27 16 37 2 13

危険運転致傷 16 16 16 9 4 I 5 2 13 I

危険運転致死 24 61 61 49 18 21 28 38 48 I 10

業務上過失傷害 3 7 ７ 6 1 2 1 5 I 1

業務上過失致死 9 67 63 60 4 30 39 24

亜過失傷害 I 2 2 一 I

過失運転致傷 1 11 135 134 72 22 15 50 35 98 1 6

過失運転致死 216 367 366 262 38 47 161 148 266 4 15

過失運転致傷アルコール等影轡発覚免脱 1 I I q■■ 一

過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 1 2 2 2 2 2 2 ー

無免許過失運転致傷 7 7 7 1 1 】 2 1 2

無免許過失運転致死 6 11 11 8 2 1 5 4 8 ｰ I

保醗責任者適棄等致死傷 1 1 1 1 1 ＝ ー I I

逮捕監禁 4 4 4 4 4 4

逮捕監禁致死傷 2 2 I 1 I 1 ー 1 1 1 ！

未成年者略取読拐 1 1 I 1 1 1 1

営利拐取等 9 11 11 11 11 q■■ 4 6 11 2 3

強盗致傷 6 9 9 6 5 2 1 2 4 1 2

強盗致死(強盗殺人） 10 21 21 15 12 2 4 7 17 2 8

強盗･強制性交等 9 13 13 12 12 1 5 8 ７ 3 4

暴力行為等処罰二関スル法伸迩反(常習傷害） I 1 1 I 1 ■■ 1 I

道路交通法違反 25 31 31 26 7 6 12 11 24

その他 12 12 12 6 3 1 1 3 8 I 4

終局人員
数

参加を申

し出た彼
害者郡

平成26年 821 241 227 951 462 261 587 596 804. 93 195

27 916 393 379 1，081 533 269 604 687 938 87 249

28 982 417 400 1，102 580 228 629 708 010 07 258

29 908 389 380 1,060 553 196 560 667 020 15 276

30 1,022 490 485 1,184 649 221 605 698 074 49 361

令和元年 998 482 466 1,157 602 204 623 723 059 06 318

2 949 390 378 1，116 614 205 569 688 981 35 337

3 1,022 534 523 1.246 697 241 681 783 118 49 407

4 1,052 ､496 476 1,175 655 246 610 651 085 51 432

5 1,051 526 517 1 ,212 650 205 612 678 ､111 09 380



機密性2

償
妬

1 件数建てである。

2令和5年は速組値である．

の終局区分別終局件
～ ー

1 件数建てである。

2 「決定・その他」は、民解法141条の翠用により、決定で申立てが却下された場合などである。

3 「その他」は、犯罪被害者保謹法25条（平成25年法律鋪33号による改正前の同条19条を含む。 ）により終局したもの、当砺者の死亡等にも

かかわらず、その地位を承継するものがいないために事件が終局したものなどである。

4 「却下・27条1項1号jは平成25年法律第33号による改正前の犯罪被害者保鰻法21条1項1号、 「却下・27条1項2号」は同改正前の同法21条1項

2号、 「却下・27条】項3号」は同改正前の同法21条1項3号、 『却下・27条1項4号」は同改正前の同法21条1項4号、 「終了・38条1項jは同改正

前の同法32条1項、 「終『・38条2項1号」は同改正前の同法32条2項1号、 「終r・38条2頂2号」は同改正前の同法32条2項3号により終局した

ものを含む。

5本表に記載された犯罪被害者保護法の条項は、令和5年12月末時点のものである。

6令和5年は速報値である。

18

新受 既済 未済

総数 3,061 2,995 996

平成26年 287 264 83

27 320 307 96

28 300 306 90

29 314 295 109

30 289 309 89

令和元年 311 318 82

2 337 289 130

3 308 344 94

4 284 281 97

5 311 282 126

終局件数 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総数 2,995 264 307 306 295 309 318 289 344 281 282

駆容･決定書 1,246 114 J23 98 138 138 141 115 139 123 117

腿容 口頭告知 29 4 4 1 4 3 3 3 6 1

棄却 決定香 5 2 1 1 一 1

棄却 口頭告知 一 一 ー 一 q■■

却下 27条1項1号 10 3 I 。■■ 3 1
り
今

却下 27条1項2号
ー

却下 27条1項3号 26 2 1 7 1 2 5 2 4 2

却下 27条1項4号 3
一 I 1 I

終了 38条1項 344 37 37 37 30 36 27 41 39 26 34

終了 38条2項1号 2 1
一 ー I

終了 38条2項2号 73 4 5 6 6 5 11 3 13 13 7

決定 その他 2 2
ー ー

和解 776 57 77 107 85 74 75 75 80 61 85

放棄 1 一 I

開路 124 14 15 11 9 13 19 9 8 12 14

取下げ 344 28 40 39 20 33 35 37 50 42 20

その他 10 1 3 1 1 3 1



機密性2

第18表逮捕状の請求と発付等

（昭和55, 60年、平成2， 7， 12， 17， 22， 27年、令和元～5年）－簡裁・地裁

(注） 1
2

延べ人員である。

令和5年は速報値である。

-19-

、
裁
判
所

通 常

請求

(A)

発付 却下

(B)

取下げ

(C)

Ｂ
天

％ ％

表

Ｃ＋Ｂ

緊 急

請求

(D)

発付 却下

(E)

Ｅ
ｌ
Ｄ

％

総
数

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

令和 元 年

2

3

4

5

127,743

132,353

96,759

93,704

115,484

129,140

10l,007

94,175

80,240

76,622

74,922

74,491

80,702

127,401

131,928

96,472

93,356

114,933

128,296

99,915

92,766

78,957

75,498

73,832

73,531

79,506

94

76

50

36

38

33

37

36

56

38

43

29

46

248

349

237

312

513

811

1,055

1,373

1,227

1,086

1,047

931

1,150

0．07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.03

0.04

0.04

0.07

0.05

0.06

0.04

0.06

0.27

0.32

0.30

0.37

0.48

0．65

1．08

1.50

1.60

1.47

1.45

1.29

1.48

19,199

19,437

14,813

16,731

20,156

15,797

10,008

8,140

6,733

6,352

5,716

5,040

5,365

19,174

19,417

14,804

16，719

20,134

15,774

9,980

8,114

6,701

6,323

5,702

5,023

5,335

25

20

9

12

22

23

28

26

32

29

14

17

30

0.13

0.10

0.06

0．07

0.11

0．15

0.28

0.32

0.48

0.46

0.24

0.34

0.56

簡
裁

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

令和 元 年

2

3

4

5

102,282

109,497

80,899

78,589

93,248

103,582

82,101

78,880

67,186

64,122

63,710

63,578

68ぅ239

102,062

109,160

80,719

78,350

92,816

102,912

81,224

77,685

66,096

63,167

62,789

62,751

67,237

54

45

29

23

17

17

20

20

45

32

38

21

26

166

292

151

216

415

653

857

1,175

1,045

923

883

806

976

0.05

0.04

0.04

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.07

0.05

0.06

0.03

0.04

0.22

0．31

0．22

0．30

0．46

0．65

1.07

1.51

1.62

1.49

1.45

1.30

1.47

11,958

12,635

9,555

9,552

10,179

8,631

6,679

5,610

4,453

4,065

3,767

3,364

3,608

11,949

12,623

9,550

9,546

10,169

8,621

6,662

5,595

4,432

4,049

3,757

3,353

3,591

9

12

5

6

10

10

17

15

21

16

10

ll

17

0.08

0.09

0.05

0.06

0.10

0.12

0.25

0．27

0．47

0.39

0.27

0.33

0.47

地
裁

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

令和 元 年

2

3

4

5

25,461

22,856

15,860

15,115

22,236

25,558

18,906

15,295

13,054

12,500

11,212

10,913

12,463

25,339

22,768

15j753

15,006

22,117

25,384

18,691

15,081

12,861

12,331

11,043

10,780

12,269

40

31

21

13

21

16

17

16

ll

6

5

8

20

82

57

86

96

98

158

198

198

182

163

164

125

174

0．16

0.14

0.13

0.09

0.09

0.06

0.09

0.10

0.08

0．05

0.04

0.07

0.16

0.48

0.39

0.67

0．72

0.54

0.68

1.14

1.40

1.48

1.35

1.51

1.22

1.56

7,241

6,802

5,258

7,179

9,977

7,166

3,329

2,530

2,280

2,287

1,949

1,676

1,757

7,225

6,794

5,254

7,173

9,965

7,153

3,318

2,519

2,269

2,274

1,945

1,670

1,744

16

8

4

6

12

13

1l

11

1l

13

4

6

13

0．22

0.12

0．08

0.08

0.12

0.18

0.33

0.43

0.48

0.57

0．21

0.36

0.74



機密性2

第19表差押.記録命令付差押.捜索(許可)状.検証許可状の請求と発艤55, 60年､平成2, 7, 12, 17, 22, 27年､令和元~5年)－簡裁.地裁

Ｉ
函
。
－

2 （ ）内は職権により発付された人員で外数である。
3令和5年は速報値である。

、識判所 総 数 簡 裁 地 裁

年

請求

(A)

発付 却下

(B)

取下げ

(C)

B

A
％

B+C

A
％

請求

(D)

発付 却下

(E)

取下げ

(F) ％

Ｅ
ｌ
Ｄ

E+F

D%

請求

(G)

発付 却下

(H)

取下げ

(I) ％

H

G

H+I

G
％

昭和55年 89,747

(6)

89,235 152 360 0．17 0．57 67,958

(1)

67,667 63 228 0．09 0．43 21,789

(5)

21,568 89 132 0．41 1．01

60 111,631

(4)

110,681 190 760 0．17 0.85 89,718 89,039 102 577 0．11 0.76 21,913

(4)

21,642 88 183 0．40 1．24

平成2年 114,381 ･113,168 212 1,001 0.19 1.06 91,505 90,718 104 683 0．11 0.86 22,876 22,450 108 318 0.47 1.86

7 155,129

(1)

153,120 120 1,889 0.08 1．30 124,283 122,898 78 1,307 0.06 1.11 30,846

(1)

30,222 42 582 0.14 2.02

12 183,129

(3)

181,014 76 2,039 0．04 1.15 143,903 142,415 42 1,446 '0．03 1.03 39,226

(3)

38,599 34 593 0.09 1.60

17 207,542 204,983 45 2,514 0．02 1.23 167,050 165,077 18 1,955 0.01 1.18 40,492 39,906 27 559 0．07 1.45

22 223,557

(6)

219,516 43 3,998 0.02 1．81 188,420

(1)

185,049 24 3,347 0.01 1.79 35,137

(5)

34,467 19 651 0.05 1．91

27 250,179

(4)

244,755 108 5,316 0.04 2.17 216,008 211,444 59 4,505 0.03 2．11 34,171

(4)

33,311 49 811 0.14 2.52

令和元年 239,745

(1)

234,337 113 5,295 0.05 2.26 207,943 203,235 99 4,609 0．05 2.26 31,802

(1)

31,102 14 686 0.04 2.20

2 242,134

(5)

236,693 68 5,373 0．03 2.25 208,057 203,381 58 4，618 0．03 2.25 34,077

(5)

33,312 10 755 0.03 2.24

3 249,412

(7)

244,478 66 4,868 0．03 1．98 215,533 211,444 61 4,028 0.03 1．90 33,879

(7)

33,034 5 840 0．01 2.49

4 240,430

(2)

235,494 72 4,864 0.03 2．05 208,925 204,799 65 4,061 0.03 1.97 31,505

(2)

30,695 7 803 0.02 2.57

5 253,112

(3)

247,490 138 5,484 0.05 2.22 217,059 212,416 57 4,586 0．03 2.14 36,053

(3)

35,074 81 898 0．22 2.72



機密性2

第20表勾留請求と勾留状の発付等 (昭和55, 60年、平成2， 7， 12， 17， 22， 27年、令和元～5年)-簡裁・地裁

~
ー

2 （ ）内は職権により発付された人員で外数である。
3令和5年は速報値である。

、､葱判所 総 数 簡 裁 地 裁

年

請求 発付

(A)

却下

(B)

取下げ

(c)

Ｂ
ｌ
Ａ

％

＋
Ａ
％

ＣＢ 請求

(D)

発付 却下

(E)

取下げ

(F)

Ｅ
ｌ
Ｄ

％

Ｆ＋
Ｄ
Ｅ

％

請求

(G)

発付 却下取下げ

(H) (1)

Ｈ
ｌ
Ｇ

％

Ｉ＋

Ｇ

Ｈ

％

昭和55年 93,291
(5,298）

92,362 899 30 0．96 1.00 47,789

(789）

47,554 219 16 0.46 0.49 45,502

(4,509)

44,808 680 14 1.49 1．53

60

(5,692）

103,753 103,344 388 21 0.37 0．39 52,275

(723）

52,154 108 13 0．21 0.23 51,478

(4,969）
51,190 280 8 0.54 0.56

平成2年

（3,826）

76,914 76,525 378 1l 0.49 0.51 42,700

(534）

42,614 76 10 0．18 0.20 34,214

(3,292）

33,911 302 1 0.88 0.89

7

(4,076）
90,977 90,664

I

287 26 0.32 0.34 47,168

(435）

47,092 66 10 0.14 0.16 43,809

(3,641）

43,572 221 16 0.50 0.54

12

(5,585）

122,916 122,354 549 13 0.45 0.46 62,533

(561）

62,427 94 12 0.15 0.17 60,383

(5,024）

59,927 455 1 0.75 0．76

17

(5,199）

152,445151,720 711 14 0．47 0.48 78,690

(517）

78,548 133 9 0.17 0.18 73,755

(4,682）
73,172 5781 5 0.78 0.79

22

(3,281）
123,289121,634 1,648 7 1.34 1.34 75,833

(330)

75,445 384 4 0．51 0．51 47,456

(2,951）
46,189 1,264 3 2.66 2.67

27

（3,128）
115,888 111,979 3,891 18 3.36 3.37 70,604

(201)

69,538 1,053 13 1.49 1．51 45,284

(2,927）
42,441 2,838 5 6.27 6.28

令和元年
(2,714）

100,395 94，115 6,278 2 6.25 6.26 58,049

(119)

55,935 2,112 2 3.64 3.64 42,346

(2,595）

38,180

4,166
0 9．84 9.84

2 96,467

(2,824）
91,335 5,129 3 5.32 5.32 54,707

(106)

52,947 1,759 1 3．22 3.22 41,760

(2,718）

38,388 3,370 2 8．07 8．07

3

(2,729）
92,328 87,536 4,784 8 5.18 5.19 53,015

(98）

51,456 1,553 6 2.93 2.94 39,313

(2,631）

36,080 3,231 2 8.22 8.22

4 89,184

(2,620）
84,688 4,487 9 5.03 5.04 52,225

(65）

50,658 1,560 7 2.99 3.00 36,959

(2,555）
34,030 2,927 2 7.92 7.92

5

K3,023)
97,791 92,432 5,355 4 5.48 5.48 55,542

(98）

53,896 1,644 2 2．96 2．96 42,249

(2,925）
38,536 3,711 2 8．78 8.79



機密性2

第21表通常第一審における勾留、保釈請求、保釈人員及びその割合
（昭和55, 60年、平成2， 7， 12， 17， 22， 27年、令和元～5年）－簡裁・地裁

(注） 1 延べ人員である。

2 「勾留状が発付された人員」 とは、第一審において受理時に既に勾留されていた人員及び受理後、終局前に新たに
勾留状が発付された人員をいう。

3保釈が謂求された人員には、同一被告人に対して時を異にして保釈の謂求があったときはその都度1人として計上
した。

4勾留率は、新受人員のうち勾留状が発付された人員の割合とは一致しないが、統計上は近似する。
5保釈率は、勾留状が発付された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが、統計上は近似する。
6保釈許可率は、保釈が舗求された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが、統計上は近似する。
7令和5年は速報値である。

－22－

新受人員

(A)

その年中
に勾留状
が発付さ
れた人員

(B)

その年中
に保釈が
請求され
た人員

(C)

その年中に
保釈が許可
された人員

終局前(D) 終局後(E)

勾留率

Ｂ
ｌ
Ａ

％

保 釈
請求率

Ｃ
ｌ
Ｂ

％

保釈率

Ｄ
ｌ
Ｂ

％

保 釈

許可率

Ｅ＋
Ｃ
Ｄ

％

総
数

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

令和元年

2

3

4

5

115,911

115 899

79 850

84 028

109 728

130 221

98,551

83 387

72 938

71 411

68 910

62 452

68 057

57,683

61,693

43,922

50 850

67 906

82 798

65 125

55 517

46 263

45 251

42,587

38,738

41,854

39,598

29,301

20,814

17,501

18,292

19,539

20,809

22 812

23 223

23 880

23 073

20,949

21,718

19,150

14,224

11,008

8,958

8,831

10,396

11,741

14,233

14,811

14,352

13,675

12,553

13,019

1,716

859

640

374

282

310

478

817

1,352

781

652

577

540

49.8

53.2

55.0

60.5

61.9

63.6

66.1

66.6

63.4

63.4

61.8

62.0

61.5

68.6

47．5

47.4

34.4

26.9

23.6

32.0

41.1

50.2

52.8

54.2

54.1

51.9

33.2

23.1

25．1

17．6

13.0

12．6

18.0

25.6

32.0

31.7

32.1

32.4

31.1

52.7

51.5

56.0

53.3

49.8

54.8

58.7

66.0

69.6

63.4

62.1

62.7

62.4

簡
裁

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

令和元年

2

3

4

5

26 923

24,958

16,087

14,884

15,587

18,491

12,164

7,821

5,384

4,472

3,759

2,949

3,070

13,248

12,996

9,067

8,9d7

9,621

11,246

8,210

4,936

3,183

2 564

2 056

1 635

1 677

4,830

3,237

2,148

1,623

1,282

1,345

1,257

1,379

995

999

789

688

734

2,422

1,657

1,292

899

722

759

661

716

564

518

373

329

356

49

46

18

10

5

3

10

22

13

1O

l1

9

49.2

52.1

56.4

60.1

61.7

60.8

67.5

63.1

59.1

57.3

54.7

55.4

54.6

36.5

24.9

23.7

18.1

13．3

12.0

15.3

27.9

31.3

39.0

38.4

42.1

43.8

18．3

12．8

14．2

10.0

7.5

6.7

8.1

14．5

17．7

20.2

18．1

20.1

21.2

51.2

52.6

61.0

56.0

56.3

56.8

52.8

52.6

58.9

53.2

48.5

49.4

49.7

地
裁

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

令和元年

2

3

4

5

88,988

90,941

63,763

69,144

94,141

111,730

86,387

75,566

67,554

66,939

65,151

59,503

64,987

44,435

48,697

34,855

41 903

58 285

71 552

56 915

50 581

43 080

42 687

40,531

37,103

40,177

34,768

26,064

18,666

15,878

17,010

18,194

19,552

21,433

22,228

22,881

22,284

20,261

20,984

16,728

12,567

9,716

8,059

8,109

9,637

11,080

13,517

14,247

13,834

13,302

12,224

12,663

1,667

813

622

364

282

305

475

807

1,330

768

642

566

531

49.9

53.5

54.7

60.6

61．9

64.0

65.9

66．9

63．8

63.8

62.2

62.4

61.8

78.2

53.5

53.6

37.9

29.2

25.4

34.4

42．4

51．6

53.6

55.0

54.6

52.2

37.6

25.8

27.9

19．2

13.9

13．5

19.5

26．7

33.1

32.4

32.8

32.9

31.5

52.9

51.3

55.4

53.0

49.3

54.6

59.1

66．8

70.1

63.8

62.6

63.1

62.9



機密性2

第22表準抗告事件の処理状況 （平成26年～令和5年） －地裁

(注） 延べ人員であり、令和5年の数値は速報値である。

－23－

地 裁

新受人員
原裁判又は原処分
の取消し・変更の
あったもの

刑訴法

429条

平成26年

27

28

29

30

令和元年

2

3

4

5

9,570

10,323

10,868

11,166

13,263

14,643

15,347

15,154

13,988

15,053

1,775

2,018

2,115

2,205

2,541

2,832

2,906

2,789

2,534

2,744

刑訴法

430条

平成26年

27

28

29

30

令和元年

2

3

4

5

78

151

111

110

102

123

142

107

139

165

9

15

9

6

8

5

14

15

15

14



機密性2

T＝～言不L

ｌ
暉
今
Ｉ

(注） 1 実人員である。

2 1人で複数の終局区分がある場合には、最も左にある区分のみに計上した。

3 「その他」は、入院・通院の申立て以外の申立てにおける却下（法51条2項、法56条2項及び61条2項）のほか、移送や取下げである。

4令和5年の数値は速報値である。

終局

人員

終局区分

入院・通院
(33条1項）

42条1項

入 院

(1号）

(A)

通 院

(2号）

(B)

医療を

行わない

旨の決定

(3号）

(c)

処遇決定
中の入院
決定の割
合

(A/

(A+B
+C) )

(％）

40条1項
(却下）

対象行為
を行って
いない

(1号）

心神喪失
者等では
な い

(2号）

法42条
2項
(却下）

退院・入院継続
(49条又は50条）

51条1項

入院継続

確認等

（1号）

退院許可

(2号）

医療終了

(3号）

処遇終了．

通院期間延長
(54条又は55条）

56条1項

通院期間
延長決定
等

(1号）

医療終了

（2号）

再入院等
(59条）

61条1項

入 院

(1号）

棄 却

(2号）

(61条3項
の場合も

含む）

処遇終了

(3号）

その他

総数 18,298 2,394 276 413 77.7 6 74 1 11,457 2,101 348 166 667 69 12 1 311

平成26年 1,859 262 31 53 75.7 1 8 一

1,139 203 31 22 66 6 1 ー 36

27 1,916 253 33 46 76.2 一 6 ー

1,141 257 45 20 、 65 7 ー ー 43

28 1,769 237 36 50 73.4 1 13 ■■■

1,054 210 37 14 75 7 2 一 33

29 ． 1,851 268 32 48 77．0 一 5 ー

1,121 208 40 16 84 6 2 ー 21

30 1,810 242 25 41 78.6 11 1 1,093 243 28 15 71 5 2 ー 33

令和元年 1,715 213 23 37 78.0 2 7 ー

1,095 183 29 21 71 8 1 ' 1 24

2 1,773 236 33 31 78.7 1 7 ー

1,150 172 28 17 64 6 1 27

3 1,857 237 24 37 79.5 一 9 －

1,209 192 34 16 59 9 1 ー 30

4 1,909 248 24 37 80.3 1 3 ー

1,244 206 36 9 53 10 1 1■■■ 37

5 1,839 199 15 33 80.6 1 5 ー

1,211 227 40 16 59 5 1 27


